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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，鐵鋼スラグ協会

（NSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の

審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS A 5015:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格       JIS 
 A 5015：2013 
 

道路用鉄鋼スラグ 
Iron and steel slag for road construction 

 
序文 

この規格は，鉄鋼製造過程で生成する鉄鋼スラグを道路の路盤及び加熱アスファルト混合物として用い

るために必要な品質などについて規定したものである。この規格は，1979 年に制定され，その後 2 回の改

正及び 1 回の追補による改正を経て今日に至っている。前回の追補による改正は 2008 年に行われたが，そ

の後，日本工業標準調査会の土木技術専門委員会及び建築技術専門委員会によって，“建設分野の規格への

環境側面の導入に関する指針”（2003 年 3 月 28 日土木技術専門委員会・建築技術専門委員会議決）の附属

書 2 として“道路用スラグに環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針”が 2011 年 7 月 12 日

付で策定されたことから，これに対応するために改正した。また，技術上重要な改正に関する旧規格との

対照を附属書 F に記載する。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，道路の路盤及び加熱アスファルト混合物に使用する鉄鋼スラグ（以下，道路用鉄鋼スラグ

という。）について規定する。 

注記 1 鉄鋼スラグには，せん鉄製造過程で生成する高炉スラグと，鋼の製造過程で生成する製鋼ス

ラグとがある。高炉スラグは，冷却方法の違いによって，高炉徐冷スラグと高炉水砕スラグ

とに分けられる。製鋼スラグは，鋼の製造方法の違いによって，転炉系スラグと電気炉系ス

ラグとに分けられる。 

注記 2 道路用鉄鋼スラグには，高炉スラグ及び製鋼スラグを素材とし，これらの素材を単独又は組

み合わせて路盤材として製造したもの，並びに製鋼スラグを素材とし，加熱アスファルト混

合物及びれき（瀝）青安定処理（加熱混合）に用いる骨材として製造したものとがある。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 

JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1121 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法 

JIS A 1203 土の含水比試験方法 


